
証券コード　8996
2020年２月28日

株 主 各 位
大 阪 府 松 原 市 阿 保 四 丁 目 １ 番 3 4 号
株 式 会 社 ハ ウ ス フ リ ー ダ ム
代表取締役社長 小 島 賢 二

第25回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第25回定時株主総会を下記により開催いたしますので、
ご出席くださいますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使するこ
とができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討の
うえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただ
き、2020年３月13日（金曜日）午後６時30分までに到着するようご返
送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 2020年３月16日（月曜日）午前11時
２．場 所 大阪府松原市上田三丁目６番１号

ゆめニティプラザ３階
３．目 的 事 項

報 告 事 項 １．第25期（2019年１月１日から2019年12月31日まで）事業
報告及び連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査
役会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第25期（2019年１月１日から2019年12月31日まで）計算
書類の内容報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役４名選任の件
第３号議案 取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件

以　上

　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよ

うお願い申しあげます。

　株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、インタ

ーネット上の当社ウェブサイト（アドレス　http://www.housefreedom.co.jp)に掲載させていた

だきます。

会社説明会開催のご案内

　当社における事業活動をより一層ご理解いただくとともに、株主の皆様と交流をさせていただ

きたく、株主総会終了後、会社説明会を開催することといたしました。

　是非ご出席賜りたく、ご案内申しあげます。
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（提供書面）

事　 業　 報　 告

（2019年１月１日から
2019年12月31日まで）

１．企業集団の現況

(1) 当連結会計年度の事業の状況

①事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、政府による積極的な経済政策や日銀

による金融緩和政策を背景に、企業収益や雇用、所得環境の改善もあって、緩

やかな回復が続いております。しかしながら、米国の通商問題をめぐる動向が

世界経済に与える影響や、英国のＥＵ離脱問題に伴う欧州経済の不確実性、ま

た中国をはじめとするアジア新興国等の経済の動向によってわが国の景気が

下押しされるリスクが内在し、先行き不透明な状況で推移いたしました。

当社グループの属する不動産業界におきましては、依然として低金利で良好

な資金調達環境を背景に、不動産市場への資金流入はいまだ継続し、不動産市

況は概ね順調に推移しております。しかしながら、住宅需要につきましては新

設住宅着工戸数が概ね横ばいで推移する中、競合他社との販売競争はなおも厳

しく、先行き不透明な状況が続いております。

このような事業環境の下、当社グループは、継続して中長期的な成長に向け

た事業展開を推進し、関西、九州、中部エリアにおける既存事業の収益力向上

及びエリア内における更なるシェア拡大と、新たな事業領域への進出を図って

まいりました。当連結会計年度の業績につきましては、基幹事業である不動産

仲介事業が堅調に推移したことに加えて、新築戸建分譲事業において、関西エ

リアの大規模分譲プロジェクト及び中部エリアでの販売が好調に進んだこと

で、売上高につきましては概ね前期並みの結果となりました。一方、営業利益

以下各段階利益につきましては、新築戸建分譲事業における収益性向上に伴っ

た粗利益額の増加により、前期を上回る結果となりました。
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以上の結果、当社グループの当連結会計年度の業績は、売上高10,409百万円

（前期比0.1％減）、営業利益506百万円（前期比13.3％増）、経常利益454百

万円（前期比13.9％増）、親会社株主に帰属する当期純利益271百万円（前期

比26.8％増）となりました。

事業区分別の状況は、次のとおりであります。

〈不動産仲介事業〉

当社グループの中核事業と位置付けております不動産仲介事業におきまし

ては、当社グループの地域密着戦略における要として、地域内情報の取得等他

事業とのシナジー効果の最大化を目的として事業を展開いたしました。

この結果、当事業の売上高は1,688百万円（前期比1.1％減）となりました。

〈新築戸建分譲事業〉

新築戸建分譲事業におきましては、お客様ニーズにマッチした分譲住宅の供

給を目標に事業を推進しております。当連結会計年度におきましては、関西エ

リアの大規模分譲プロジェクト及び中部エリアでの販売が好調に進んだこと

で増収増益となりました。

　この結果、当事業の売上高は7,366百万円（前期比10.9％増）となりました。

〈建設請負事業〉

建設請負事業におきましては、注文住宅及びリフォームの請負事業を展開し

ております。

当事業の売上高は944百万円（前期比2.5％減）となりました。

〈損害保険代理事業〉

損害保険代理事業におきましては、不動産関連サービスから派生する火災保

険及び地震保険等の代理店業務を行っております。

当事業の売上高は74百万円（前期比5.5％増）となりました。

〈不動産賃貸事業〉

不動産賃貸事業におきましては、関西圏を中心として主に住居用マンション

やオフィスビルなどの賃貸不動産の仕入れ、賃貸及び販売に加えて、小規模賃

貸アパートの開発及び販売を行っております。

当連結会計年度において、賃貸不動産の販売実績が前連結会計年度より大幅

に減少していることにより、当事業の売上高は265百万円（前期比72.4％減）

となりました。
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〈介護事業〉

介護事業におきましては、当社の完全子会社である株式会社ケアサービス友

愛を通して、訪問介護サービス及び居宅介護サービスを提供しております。

当事業の売上高は71百万円（前期比3.9％増）となりました。

 事業区分別の売上高

事 業 区 分 売 上 高 構 成 比

不 動 産 仲 介 事 業 1,688百万円 16.2％

新 築 戸 建 分 譲 事 業 7,366百万円 70.8％

建 設 請 負 事 業 944百万円 9.1％

損 害 保 険 代 理 事 業 74百万円 0.7％

不 動 産 賃 貸 事 業 265百万円 2.5％

介 護 事 業 71百万円 0.7％

②設備投資の状況

  当連結会計年度に実施した設備投資の総額は103百万円であります。

③資金調達の状況

　該当事項はありません。

④事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

　該当事項はありません。

⑤他の会社の事業の譲受けの状況

　該当事項はありません。

⑥吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
　該当事項はありません。

⑦他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
　該当事項はありません。
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(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

①企業集団の財産及び損益の状況

区 分
第 22 期

(2016年12月期)

第 23 期

(2017年12月期)

第 24 期

(2018年12月期)

第 25 期
(当連結会計年度)
(2019年12月期)

売 上 高(百万円) － 7,552 10,419 10,409

親会社株主に
帰 属 す る
当 期 純 利 益

(百万円) － 97 214 271

１株当たり当期純利益 (円) － 24.02 52.68 66.96

総 資 産(百万円) － 8,544 9,229 10,101

純 資 産(百万円) － 1,898 2,020 2,198

１株当たり純資産額 (円) － 466.35 496.52 545.15

  （注）１．１株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、１

株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しており

ます。

２．当社では、第23期より連結計算書類を作成しておりますので、第22期の状況は記載

しておりません。

３．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２

月16日）等を第25期の期首から適用しており、第24期の総資産の金額については、

当該会計基準等を遡って適用した後の金額となっております。

②当社の財産及び損益の状況

区 分
第 22 期

(2016年12月期)

第 23 期

(2017年12月期)

第 24 期

(2018年12月期)

第 25 期
(当事業年度)
(2019年12月期)

売 上 高(百万円) 5,624 4,804 6,573 5,452

当 期 純 利 益(百万円) 187 170 106 83

１株当たり当期純利益 (円) 45.72 41.99 26.19 20.61

総 資 産(百万円) 6,671 7,250 7,497 7,938

純 資 産(百万円) 2,004 2,113 2,128 2,117

１株当たり純資産額 (円) 492.48 519.21 522.89 525.09
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  （注）１．１株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、１

株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しており

ます。

２．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２

月16日）等を第25期の期首から適用しており、第24期の総資産の金額については、

当該会計基準等を遡って適用した後の金額となっております。

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

①親会社との関係

該当事項はありません。

②重要な子会社の状況

会　社　名 資　本　金 当社の議決権比率 主要な事業内容

株式会社ケアサービス友愛 10百万円 100％ 介護事業

株式会社リフォスタ 10百万円 100％
新築戸建分譲事業
建設請負事業

シティーホーム株式会社 24百万円 100％
不動産仲介事業
新築戸建分譲事業

株式会社アイデムホーム 10百万円 100％
不動産仲介事業
建設請負事業
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(4) 対処すべき課題

　日本の住宅・不動産業界におきましては、政府の経済政策や日銀の金融政
策等、各種政策の効果により、住宅需要は底堅く推移しております。しかし
ながら、住宅一次取得者層の所得水準が低位で推移していることに加え、少
子高齢化の進行に伴ったライフスタイルの変化など、多様化する住宅需要に
対応した高品質でより低価格な住宅の提供が求められており、今後もこの流
れは継続するものと予想されます。
　このような状況の下、当社グループといたしましては、『お客様に選ばれ
る満足度No.1の住宅会社』を目指し、高品質・低価格の住宅を、お客様の求
める地域で提供できるよう、事業分野毎の収益力向上を最優先課題として、
更なる品質の向上、資材購買の改善等、生産管理体制を継続して強化すると
ともに、販売用不動産の仕入れ強化、販売エリアの拡大を推進してまいりま
す。
　これらの実現にあたり、最も重要な人材の育成に努め、優秀な人材の採用
を継続して行っております。
　当社グループの強みである地域に密着した情報収集力を活かして、上記施
策を確実に実行することで、お客様満足向上と収益力強化の両面を達成し、
長期的な企業価値の向上に繋げてまいります。

(5) 主要な事業内容（2019年12月31日現在）

　当社グループは、次の事業を行っております。

事 業 区 分 主 要 な 事 業 内 容

不 動 産 仲 介 事 業 不動産の売買仲介及び販売代理

新 築 戸 建 分 譲 事 業 戸建分譲住宅及び中古物件の企画開発、建築、販売

建 設 請 負 事 業 注文住宅及びリフォームの請負

損 害 保 険 代 理 事 業 火災保険・地震保険等の保険代理業

不 動 産 賃 貸 事 業
住居用マンション及びオフィスビル等賃貸不動産の
仕入・開発、賃貸及び販売

介 護 事 業 訪問介護・居宅介護サービス
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(6) 主要な事業所（2019年12月31日現在）

①当社

本 社 大阪府松原市

福 岡 支 店 福岡県福岡市中央区

松 原 店 大阪府松原市

堺 店 大阪府堺市北区

東 大 阪 店 大阪府東大阪市

八 尾 店 大阪府八尾市

藤 井 寺 店 大阪府藤井寺市

茨 木 店 大阪府茨木市

早 良 店 福岡県福岡市早良区

城 南 店 福岡県福岡市城南区

高 宮 店 福岡県福岡市南区

東 大 阪 営 業 所 大阪府東大阪市

福 岡 営 業 所 福岡県福岡市中央区

②子会社

株式会社ケアサービス友愛 大阪府大阪市平野区

株 式 会 社 リ フ ォ ス タ
本社（大阪府東大阪市）、福岡支店（福岡県福岡市

中央区）

シ テ ィ ー ホ ー ム 株 式 会 社 愛知県岡崎市

株 式 会 社 ア イ デ ム ホ ー ム

本社（愛知県名古屋市緑区）、名古屋東店（愛知県

名古屋市名東区）、名古屋西店（愛知県名古屋市西

区）、名古屋南店（愛知県名古屋市緑区）、春日井

店（愛知県春日井市）、中川店（愛知県名古屋市中

川区）、安城店（愛知県安城市）
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(7) 使用人の状況（2019年12月31日現在）

①企業集団の使用人の状況

事 業 区 分 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

不 動 産 仲 介 事 業 138（－）名 11名増 　（－）

新 築 戸 建 分 譲 事 業 16（－） － 　（－）

建 設 請 負 事 業 33（－） 1名減 　（－）

損 害 保 険 代 理 事 業 －（－） － 　（－）

不 動 産 賃 貸 事 業 －（－） － 　（－）

介 護 事 業 8（13） 2名減（2名減）

全 社 （ 共 通 ） 23（－） 2名減 　（－）

合 計 218（13） 6名増（2名減）

（注）１．使用人数は就業員数であり、嘱託社員は使用人数に含んでおり、パート社員は

（　）内に年間の平均人員を概数で記載しております。

２．「全社（共通）」として記載している使用人数は、特定の事業に区分できない

管理部門に所属しているものであります。

３．損害保険代理事業は、主たる業務である不動産仲介事業に属する使用人がその

業務を行っております。

４．不動産賃貸事業は、「全社（共通）」に属する使用人がその業務を行っており

ます。

②当社の使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

128名 6名増 41.4歳 5年8ヵ月

（注）１．使用人数は就業員数であり、嘱託社員は３名で使用人数に含んでおります。

２．使用人数が前事業年度末と比べて６名増加したのは、採用計画に基づいて即戦

力となる中途採用と新卒採用を行ったためであります。
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(8) 主要な借入先の状況（2019年12月31日現在）

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 紀 陽 銀 行 964百万円

株 式 会 社 大 正 銀 行 945百万円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 865百万円

株 式 会 社 関 西 み ら い 銀 行 575百万円

株 式 会 社 大 垣 共 立 銀 行 207百万円

(注)株式会社大正銀行は、2020年１月１日付で株式会社徳島銀行と合併し、株式会社徳島
大正銀行となっております。

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

 該当事項はありません。
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２．株式の状況（2019年12月31日現在）

(1) 発行可能株式総数 13,000,000株

(2) 発行済株式の総数 4,033,140株（自己株式76,860株を除く）

(3) 株主数 1,106名

(4) 大株主（上位10名）

株 主 名 持株数 持株比率

山西　みき子 965,000株 23.9％

株式会社オーエフコーポレーション 781,000株 19.4％

ＶＴホールディングス株式会社 556,300株 13.8％

小島　賢二 204,000株 5.1％

森光　哲也 200,000株 5.0％

ハウスフリーダム従業員持株会 127,700株 3.2％

増田　直樹 120,000株 3.0％

日新火災海上保険株式会社 100,000株 2.5％

若杉　精三郎 60,000株 1.5％

軽本　勝 40,000株 1.0％

（注）１．当社は、自己株式を76,860株保有しておりますが、上記大株主からは除外してお

ります。

２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。
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３. 新株予約権等の状況（2019年12月31日現在）

(1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

該当事項はありません。

(2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況

 　　該当事項はありません。

 (3) その他新株予約権等に関する重要な事項

 該当事項はありません。
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４. 会社役員の状況

(1) 取締役及び監査役の状況（2019年12月31日現在）

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 小 島　賢 二

取 締 役 森 光　哲 也 人事総務部兼経理部管掌

取 締 役 永 田　雅 美 福岡支店長兼売買仲介部長

取 締 役 河 辺　 　豊 経営企画室長

常 勤 監 査 役 樫 根　達 也

監 査 役 伊 藤　誠 英
VTホールディングス株式会社　専務取締役
株式会社アーキッシュギャラリー　代表取締役社長

監 査 役 松 岡　宏 治
松岡会計事務所　代表
株式会社ラクス　監査役

(注）１.監査役伊藤誠英氏及び松岡宏治氏は、社外監査役であります。
 

     ２.監査役伊藤誠英氏につきましては、証券会員制法人福岡証券取引所に対し、独立役

員として届け出ております。
 

     ３.監査役松岡宏治氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に

関する相当程度の知見を有しております。
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(2) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の総額

区 分 支 給 人 員 報 酬 等 の 総 額

取 締 役 4　名 83,300　千円

監 査 役

（うち社外監査役）

3　名

（2）名

17,250　千円

（6,300）千円

合 計

（うち社外役員）

7　名

（2）名

100,550　千円

（6,300）千円

（注）１.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

     ２.取締役の報酬限度額は、2006年３月31日開催の第11回定時株主総会において年額

150,000千円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。

     ３.監査役の報酬限度額は、2002年３月28日開催の第７回定時株主総会において年額

20,000千円以内と決議いただいております。
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(3) 社外役員に関する事項

①他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・監査役伊藤誠英氏は、ＶＴホールディングス株式会社の専務取締役、株

式会社アーキッシュギャラリーの代表取締役社長を兼務しております。

なお、当社は株式会社アーキッシュギャラリーとの間に取引関係はあり

ません。またＶＴホールディングス株式会社との間に取引関係はありま

せんが、同社は当社の大株主であります。

・監査役松岡宏治氏は、松岡会計事務所の代表、株式会社ラクスの監査役

を兼務しております。なお、当社は同事務所及び同社との間に取引関係

はありません。

②当事業年度における主な活動状況

区　　分 活 動 状 況

監査役 伊藤　誠英

当事業年度に開催された取締役会13回のうち９回、監査役会

13回のうち９回に出席いたしました。会社の経営者として

培われてきた豊富な経験と高い見識から、取締役会の意思決

定の妥当性・適正性を確保するために適宜、必要な発言を行

っております。また、監査役会において、適宜必要な発言を

行っております。なお、欠席した取締役会及び監査役会につ

いては資料を基に、必要な提言を行っております。

監査役 松岡　宏治

当事業年度に開催された取締役会13回の全て、監査役会13回

の全てに出席いたしました。公認会計士及び税理士として

の専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思決定

の妥当性・適正性を確保するために適宜、必要な発言を行っ

ております。また、監査役会において、当社の経理システム

並びに内部統制について適宜、必要な発言を行っておりま

す。
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５. 会計監査人の状況
(1) 名称

三優監査法人

(2) 報酬等の額

報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 19百万円

(注）１.当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引

法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませ

んので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載してお

ります。

     ２.監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積り

の算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人

の報酬等の額について同意する旨の判断をいたしました。

(3) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　当社は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定められている解任事

由に該当すると判断した場合には、監査役全員の同意に基づき会計監査人を

解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招

集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告い

たします。

　また、会計監査人が当社の監査業務に重大な支障をきたし、適正な職務の

遂行が困難と認められる場合には、監査役会は、会計監査人の解任又は不再

任に関する議案の内容を決定し、取締役会は、当該決定に基づき当該議案を

株主総会の会議の目的とすることといたします。
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６. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体

制その他業務の適正を確保するための体制についての基本方針の内容は、

以下のとおりであります。

(1）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する

ための体制

　①法令及び定款に適合することを確保するために、当社の経営理念「我々は、

住宅産業を通じて価値創造し、人々に夢と希望の創出を永続することが、

社会貢献であり、企業としての宿命であると考える。」に基づき行動し、

法令及び定款並びに社内規程を誠実に遵守する。

　②重要事項が発生した場合には、当該事実が発生したことを認識した部署か

ら速やかに人事総務部に情報が集約され、取締役会に対して報告がなされ

適切に対応するとともに、公益通報者保護法に準拠した内部通報規程を定

め、未然防止に取り組む。

(2）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る重要な意思決定や報告についての資料や株主総

会議事録、取締役会議事録等の重要な情報については、取締役会規則や文

書管理規程等の社内規程に基づき、適切に保存・管理する。

(3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　①経営会議において、各部門の報告書等から日々のクレームや問題点等の対

応を確認し、事前防止を図る。

　②危機管理規程等の社内規程に基づき、リスク管理を推進するために組織横

断的リスク状況の監視及び全社的な対応部門を定め、リスク管理マニュア

ル等を整備、情報セキュリティポリシーを規定し、社内規程とともに全社

員に周知徹底を図る。

(4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　①取締役会を毎月１回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、

法令及び取締役会規則等の社内規程に基づき、経営上の重要な項目につい

て意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行状況を監督する。

－ 17 －



　②経営会議を開催し、取締役会の審議検討を充実させるための事前審議を行

い、権限の範囲内で迅速かつ適正な意思決定、効率的な業務執行を行って

いるほか、職務権限規程、業務分掌規程、稟議規程等に基づき、各職位の

責任・権限や業務を明確にする。

(5）当社グループの業務の適正を確保するための体制

　①子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

当社が定める子会社管理規程等の社内規程に基づき、子会社の経営に関す

る重要事項について、毎月１回開催する取締役会で承認を必要とするほか、

子会社の取締役等の職務の執行に係る報告の資料や情報について、経営会

議において報告を求める。

　②子会社の損失の危険の管理に関する規定その他の体制

当社が定めるリスク管理規程及び子会社管理規程等の社内規程に基づき、

リスク管理を担当するリスク管理委員会を設置し、当社グループ全体のリ

スクマネジメント推進に関わる課題・対応策を審議する。

　③子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

中長期的なビジョンとして中期経営計画書を定期的に策定し、さらにそれ

を具体化するため、毎事業年度の当社グループ全体の重点経営目標及び予

算配分等を定める。

　④子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合すること

を確保するための体制

子会社の規模や業態等に応じて、適正数の監査役やコンプライアンス推進

担当者を配置し、法令遵守等に関する研修を行い、コンプライアンス意識

の向上を図る。

(6）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当

該使用人に関する事項及び使用人の取締役からの独立性に関する事項

　現在、監査役の職務を補助すべき使用人はいないが、必要に応じて、監

査役の業務補助のための監査役スタッフを置くこととし、その人事につい

ては、取締役と監査役が協議して決定する。また、監査役の業務補助のた

めの監査役スタッフは、監査役の指揮・命令に服する。
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(7）監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

　現在、監査役の職務を補助すべき使用人はいないが、必要に応じて、監

査役の業務補助のための監査役スタッフを置くこととし、監査役スタッフ

は監査役の指揮命令に従う旨を当社の役員及び従業員に周知徹底する。

(8）監査役への報告に関する体制

　①当社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制

・監査役は、会社の意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取

締役会、経営会議、部長会議等の重要会議に出席し、取締役及び使用人か

ら重要事項の報告を受ける。

・取締役及び使用人は、各監査役の要請に応じて会社に重要な損失を与える

事項が発生し又は発生する恐れがあるとき、役員、従業員による違法又は

不正な行為を発見したとき、その他監査役に報告すべきものと定めた事項

が生じたときは、監査役に遅滞なく報告する。

　②子会社の取締役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査役

に報告をするための体制

・当社の監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたとき

は、速やかに報告する。

・法令等の違反行為等、当社又は当社グループに著しい損害を及ぼすおそれ

のある事実を発見したときは、直ちに当社の監査役に遅滞なく報告する。

・内部通報制度の担当部署は、当社グループの従業員からの内部通報の状況

について、定期的に当社の監査役に報告する。

(9）監査役へ報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保

するための体制

　当社は、監査役への報告を行った当社グループの役員及び従業員に対し、

報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を

当社グループの役員及び従業員に周知徹底する。

(10）監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の職

務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

　監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務については、監査役か

らの請求に基づいて担当部署において審議の上、監査役の職務の執行に必

要でないと認められた場合を除き、前払又は償還する。
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(11）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　①監査役は、監査室と内部監査計画について協議するとともに、内部監査結

果や指摘事項等について意見交換を行い、常に連携を密にする。

　②取締役社長との定期的な意見交換を実施し、適切な意思疎通及び効果的な

監査業務の遂行を図る。

　③監査役は会計監査人から会計監査の計画及び結果について定期的に説明を

受けるとともに、情報交換等を行い、連携を図る。

(12）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方とその整備状況

　倫理・コンプライアンス規程及び反社会的勢力排除規程等の社内規程に

反社会的勢力への対応を定め、組織的対応を行うとともに、外部専門機関

や顧問弁護士等との連携や情報共有を行うことで、関係を遮断排除する。

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下のとおりであり

ます。

　①取締役会の職務の執行について、当社の各部門及び子会社から提出される、

経営の基本方針及び業務執行上の重要な事項の決定又は承認を行っており

ます。

　②監査役の監査体制について、取締役会等重要な会議に出席し、重要な意思

決定のプロセス等を確認し、意見を述べております。また、監査室及び会

計監査人と適宜情報交換を行っております。

　③コンプライアンスに関する取り組みについて、当社グループは行動基準を

定めており、当該行動基準に基づき、コンプライアンス研修等を実施し、

法令違反等の防止を図っております。

　④リスク管理体制の強化について、リスク管理委員会を定期的に開催し、リ

スクの洗出し、予防策及び対応策の検討を行うとともに、リスクの軽減に

努めております。

　⑤財務報告に係る内部統制について、内部統制基本方針書に基づき基本計画

書を作成し、評価及び内部監査を実施しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2019年12月31日現在） （単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

販 売 用 不 動 産

仕掛販売用不動産

未 成 工 事 支 出 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

工 具 器 具 備 品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

の れ ん

ソ フ ト ウ ェ ア

商 標 権

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

　繰　 延　 資　 産

社 債 発 行 費

7,296,402

2,956,720

24,661

1,315,568

2,749,680

39,409

210,397

△34

2,798,867

2,382,379

1,199,286

34,089

14,745

1,108,754

4,625

20,878

246,601

243,316

2,739

309

235

169,887

46,656

48,609

77,594

△2,972

6,583

6,583

流 動 負 債 4,540,900

営 業 未 払 金 533,583

短 期 借 入 金 2,431,570

1年内償還予定の社債 27,200

1年内返済予定の長期借入金 901,511

リ ー ス 債 務 2,719

未 払 法 人 税 等 62,821

賞 与 引 当 金 116,025

製 品 保 証 引 当 金 32,097

資 産 除 去 債 務 1,427

そ の 他 431,944

固 定 負 債 3,362,302

社 債 646,800

長 期 借 入 金 2,641,640

リ ー ス 債 務 1,864

資 産 除 去 債 務 14,226

そ の 他 57,771

負 債 合 計 7,903,203

純 資 産 の 部

株 主 資 本 2,167,120

資 本 金 328,842

資 本 剰 余 金 173,940

利 益 剰 余 金 1,696,584

自 己 株 式 △32,246

その他の包括利益累計額 31,530

その他有価証券評価差額金 31,530

純 資 産 合 計 2,198,650

資 産 合 計 10,101,853 負 債 ・ 純 資 産 合 計 10,101,853

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

（2019年１月１日から
2019年12月31日まで）

（単位：千円）

科　　　　　　　　　　目 金　　　　　　額

売 上 高 10,409,480

売 上 原 価 7,080,734

売 上 総 利 益 3,328,746

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,822,589

営 業 利 益 506,156

営 業 外 収 益

受 取 利 息 41

受 取 手 数 料 23,723

そ の 他 8,547 32,312

営 業 外 費 用

支 払 利 息 70,872

支 払 保 証 料 8,081

そ の 他 5,406 84,360

経 常 利 益 454,108

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 1,899 1,899

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 0 0

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 456,008

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 183,282

法 人 税 等 調 整 額 801 184,084

当 期 純 利 益 271,924

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 271,924

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

（2019年１月１日から
2019年12月31日まで）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当連結会計年度期首残高 328,842 173,940 1,506,058 △14,585 1,994,255

当連結会計年度変動額

剰 余 金 の 配 当 △81,398 △81,398

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

271,924 271,924

自 己 株 式 の 取 得 △17,660 △17,660

株主資本以外の項目の当連結
会 計 年 度 変 動 額 ( 純 額 )

当連結会計年度変動額合計 － － 190,525 △17,660 172,864

当連結会計年度末残高 328,842 173,940 1,696,584 △32,246 2,167,120

その他の包括
利 益 累 計 額

純 資 産 合 計
その他有価証
券評価差額金

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当連結会計年度期首残高 26,554 26,554 2,020,809

当連結会計年度変動額

剰 余 金 の 配 当 △81,398

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

271,924

自 己 株 式 の 取 得 △17,660

株主資本以外の項目の当連結
会 計 年 度 変 動 額 ( 純 額 )

4,976 4,976 4,976

当連結会計年度変動額合計 4,976 4,976 177,840

当連結会計年度末残高 31,530 31,530 2,198,650

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項

①連結子会社の数　　　　　　　４社

②主要な連結子会社の名称　　　株式会社ケアサービス友愛

株式会社リフォスタ

シティーホーム株式会社

株式会社アイデムホーム

(2) 持分法の適用に関する事項

　非連結子会社及び関連会社がないため該当事項はありません。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社の決算日は、株式会社アイデムホームを除き、連結決算日と一致しております。

なお、株式会社アイデムホームの決算日は９月30日であり、連結計算書類の作成にあたって

は、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく計算書類を使用しております。

(4) 会計方針に関する事項

①　重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．その他有価証券

・時価のあるもの　　　　　　連結会計年度末の市場価格等に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均

法により算定）を採用しております。

ロ．たな卸資産（販売用不動産　個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性

　　、仕掛販売用不動産及び未　の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用しております。

　　成工事支出金）

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産　　　　　　　定率法によっております。

　　（リース資産を除く）　　　ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属

設備を除く。）並びに2016年４月１日以降に取得した建

物附属設備及び構築物については定額法によっておりま

す。

ロ．無形固定資産　　　　　　　定額法によっております。

　　（リース資産を除く）　　　なお、自社利用のソフトウェアについては、社内におけ

る利用可能期間（５年）に基づいております。

ハ．リース資産

・所有権移転外ファイナンス･ リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額

　リース取引に係るリース資　法を採用しております。

　産
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③　重要な引当金の計上基準

イ．貸倒引当金　　　　　　　　売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権

については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。
 

ロ．賞与引当金　　　　　　　　従業員の賞与の支給に備えるため、当連結会計年度末に

在籍している従業員に係る支給見込額のうち、当連結会

計年度に負担すべき金額を計上しております。

ハ．製品保証引当金　　　　　　販売した住宅に対するアフターサービス及びクレーム費

用の支出に備えるため、過去の実績に将来の見込みを加

味した金額を計上しております。

④　その他連結計算書類の作成のための重要な事項

　イ．完成工事高及び完成工事原価の計上基準

　　　当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事（工期がご

く短期間のものを除く）については工事進行基準（工期の進捗率の見積りは原価比例法）

を適用し、その他の工事については工事完成基準を適用しております。

ロ．消費税等の会計処理

　　税抜方式によっております。ただし、固定資産等に係る控除対象外消費税及び地方消

費税については、投資その他の資産の「その他」（長期前払費用）に計上し、均等償却

しております。

２．表示方法の変更に関する注記

　連結貸借対照表

　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）

に伴う「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」（法務省令第５号　平成30

年３月26日）を当連結会計年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の

区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。

－ 25 －



３．連結貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

①　担保に供している資産

販売用不動産

仕掛販売用不動産

建物及び構築物

931,695千円

2,394,030千円

1,090,818千円

土地 1,087,631千円

計 5,504,175千円

②　担保に係る債務

短期借入金 2,284,570千円

１年内返済予定の長期借入金

長期借入金

社債に対する被保証債務

600,498千円

2,097,246千円

524,000千円

計 5,506,314千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 463,426千円

４．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

普通株式 4,110,000株

(2) 剰余金の配当に関する事項

①　配当金支払額等

決 議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効 力 発 生 日

201 9年３月22日
定 時 株 主 総 会

普通株式 81,398 20 2018年12月31日 2019年３月25日

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度にな

るもの

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効力発生日

2020年３月16日
定 時 株 主 総 会

普通株式 利益剰余金 100,828 25 2019年12月31日 2020年３月17日
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５．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針

　当社グループは、不動産の開発投資及び設備投資の計画に照らして、必要な資金（主に

銀行借入や社債発行）を調達しております。一時的な余資は主に銀行預金とし、また、短

期的な運転資金は銀行借入により調達しております。デリバティブ取引については、原則

として、利用しない方針であります。

②　金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク

　営業債権である売掛金は、ほとんどが１年以内の決済期日であります。売掛金は顧客の

信用リスクにさらされております。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する株式であ

り、市場価格の変動リスクにさらされております。

　営業債務である営業未払金は、ほとんどが１年以内の決済期日であります。営業未払金

は流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）にさらされております。

借入金及び社債は、主として不動産の開発投資及び設備投資に係る資金調達であります。

このうち一部は金利変動リスクにさらされておりますが、当該リスクに関しては当社では、

デリバティブ取引等でのリスクヘッジは行っておりません。

③　金融商品に係るリスク管理体制

イ．信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　当社グループは売掛金について、経理部を中心として債権の回収状況を定期的にモ

ニタリングし、回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

ロ．市場リスク（金利等の変動リスク）の管理

　当社グループは借入金及び社債の金利変動リスクについては、金利スワップ等のデ

リバティブ取引を利用しておりませんが、条件面について各金融機関に定期的に見直

しを要請しております。投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企

業）の財務状況等を把握し、保有状況を定期的に見直しております。

ハ．資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

　　　当社グループは、経理部を中心として適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、

手元流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が無い場合には合理的に

算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでい

るため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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(2) 金融商品の時価等に関する事項

　2019年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の

とおりであります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

連結貸借対照表計上額 時価 差額

(1)現金及び預金 2,956,720 2,956,720 －

(2)売掛金 24,661 24,661 －

(3)投資有価証券

　その他有価証券 46,656 46,656 －

資産計 3,028,038 3,028,038 －

(1)営業未払金 533,583 533,583 －

(2)短期借入金 2,431,570 2,431,570 －

(3)リース債務

　（流動負債）

2,719 2,719 －

(4)社債（※１） 674,000 676,091 2,091

(5)長期借入金（※２） 3,543,151 3,543,293 142

(6)リース債務

　（固定負債）

1,864 1,864 －

負債計 7,186,889 7,189,122 2,233

（※１）１年内償還予定の社債を含めております。

（※２）１年内返済予定の長期借入金を含めております。

（注）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資産

(1)現金及び預金、(2)売掛金

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は、帳簿価額と近似しているこ

とから、当該帳簿価額によっております。
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(3)投資有価証券

　取引所の価格によっております。

負債

(1)営業未払金、(2)短期借入金

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は、帳簿価額と近似しているこ

とから、当該帳簿価額によっております。

(3)リース債務（流動負債）、(6)リース債務（固定負債）

　リース債務については、連結貸借対照表計上額及び時価に重要性がないため、帳簿

価額を時価としております。

(4)社債

　当社の発行する社債の時価は、元利金の合計額を当該社債の残存期間及び信用リス

クを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しております。

(5)長期借入金

　長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また当社

の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似している

と考えられるため、当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、一定の

期間ごとに区分した長期借入金の元利金の合計額を同様の借入において想定される利

率で割り引いた現在価値により算定しております。

６．賃貸等不動産に関する注記

(1) 賃貸等不動産の状況に関する事項

　当社及び一部の連結子会社では、大阪府その他の地域において、賃貸用のマンション（土

地を含む｡ ）等を保有しております。

(2) 賃貸等不動産の時価に関する事項

連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 時 価

1,958,883千円 1,740,758千円

（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

２．当連結会計年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定

した金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む。）及び簡便的に公示価格等の適

切な指標に基づき算定した金額であります。
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７．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 545円15銭

(2) １株当たり当期純利益 66円96銭

８．重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。
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貸　借　対　照　表
（2019年12月31日現在） （単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

た な 卸 資 産

前 渡 金

前 払 費 用

１年内回収予定の関係会社長期貸付金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

そ の 他

無 形 固 定 資 産

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

関係会社長期貸付金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

繰 延 資 産

4,702,344

2,016,946

15,957

2,534,654

22,800

34,796

30,000

47,220

△32

3,230,032

2,296,727

1,144,896

1,099,301

159

20,878

31,492

3,229

930,075

46,656

643,529

155,000

35,253

52,764

△3,127

5,894

流 動 負 債 2,751,525

営 業 未 払 金 435,796

短 期 借 入 金 1,446,120

１年内償還予定の社債 17,200

１年内返済予定の長期借入金 477,451

リ ー ス 債 務 159

未 払 金 112,266

未 払 法 人 税 等 16,741

前 受 金 60,522

賞 与 引 当 金 97,731

製 品 保 証 引 当 金 32,097

そ の 他 55,439

固 定 負 債 3,068,999

社 債 606,800

長 期 借 入 金 2,453,253

資 産 除 去 債 務 5,274

そ の 他 3,672

負 債 合 計 5,820,525

純 資 産 の 部

株 主 資 本 2,086,214

資 本 金 328,842

資 本 剰 余 金 173,940

資 本 準 備 金 173,940

利 益 剰 余 金 1,615,678

その他利益剰余金 1,615,678

特別償却準備金 3,112

繰越利益剰余金 1,612,566

自 己 株 式 △32,246

評価・換算差額等 31,530

その他有価証券評価差額金 31,530

純 資 産 合 計 2,117,745

資 産 合 計 7,938,271 負 債 ・ 純 資 産 合 計 7,938,271

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書

（2019年１月１日から
2019年12月31日まで）

（単位：千円）

科　　　　　　　　　　目 金　　　　　　額

売 上 高 5,452,808

売 上 原 価 3,870,324

売 上 総 利 益 1,582,484

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,458,672

営 業 利 益 123,811

営 業 外 収 益

受 取 利 息 2,717

受 取 配 当 金 101,948

受 取 手 数 料 23,035

そ の 他 9,455 137,156

営 業 外 費 用

支 払 利 息 50,466

支 払 保 証 料 8,081

そ の 他 5,733 64,281

経 常 利 益 196,686

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 1,694 1,694

特 別 損 失

子 会 社 株 式 評 価 損 75,004 75,004

税 引 前 当 期 純 利 益 123,376

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 41,251

法 人 税 等 調 整 額 △1,556 39,694

当 期 純 利 益 83,681

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

（2019年１月１日から
2019年12月31日まで）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合 計資本準備金

資本剰余金
合　　　計

そ の 他 利 益
剰 余 金 利益剰余金

合　　　計特別償却
準 備 金

繰越利益
剰 余 金

当 事 業 年 度 期 首 残 高 328,842 173,940 173,940 4,539 1,608,856 1,613,396 △14,585 2,101,593

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △81,398 △81,398 △81,398

当 期 純 利 益 83,681 83,681 83,681

特 別 償 却 準

備 金 の 取 崩
△1,427 1,427 － －

自己株式の取得 △17,660 △17,660

株主資本以外の
項目の事業年度中
の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 － － － △1,427 3,709 2,282 △17,660 △15,378

当 事 業 年 度 末 残 高 328,842 173,940 173,940 3,112 1,612,566 1,615,678 △32,246 2,086,214

評 価 ・ 換 算 差 額 等

純資産合計その他有価証
券評価差額金

評価・換算
差額等合計

当 事 業 年 度 期 首 残 高 26,554 26,554 2,128,147

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △81,398

当 期 純 利 益 83,681

特 別 償 却 準

備 金 の 取 崩
－

自己株式の取得 △17,660

株主資本以外の
項目の事業年度中
の変動額(純額)

4,976 4,976 4,976

事業年度中の変動額合計 4,976 4,976 △10,401

当 事 業 年 度 末 残 高 31,530 31,530 2,117,745

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①子会社株式及び関連会社株式      移動平均法による原価法を採用しております。

②その他有価証券

・時価のあるもの　　　　　　　　決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部

純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に

より算定）を採用しております。

③たな卸資産の評価基準及び評

価方法

個別法による原価法(貸借対照表価額については収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用しており

ます。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

（リース資産を除く）

定率法によっております。ただし、1998年４月１日以

降に取得した建物（建物附属設備を除く。）並びに2016

年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物に

ついては定額法によっております。

なお、取得価額10万円以上20万円未満の有形固定資産

については３年間で均等償却をしております。

②無形固定資産

（リース資産を除く）

定額法によっております。なお、自社利用のソフトウ

ェアについては、社内における利用可能期間(５年）に

基づいております。

③リース資産

・所有権移転外ファイナンス・リ

　ース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定

額法を採用しております。

 (3) 繰延資産の処理方法

  　社債発行費　　　　　　　　　　　社債の償還までの期間にわたる定額法によっておりま

す。

(4) 引当金の計上基準

①貸倒引当金　　　　　　　　　　　売上債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。

②賞与引当金　　　　　　　　　　　従業員の賞与の支給に備えるため、当事業年度末に在

籍している従業員に係る支給見込額のうち、当事業年

度に負担すべき金額を計上しております。
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③製品保証引当金　　　　　　　　　販売した住宅に対するアフターサービス及びクレーム

費用の支出に備えるため、過去の実績に将来の見込み

を加味した金額を計上しております。

(5) 重要な収益及び費用の計上基準

　完成工事高及び完成工事原価の

　計上基準

・当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性

が認められる工事（工期がごく短期間のものを除

く）

工事進行基準（工期の進捗率の見積りは原価比例法）

・その他の工事

工事完成基準

(6) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

　消費税等の会計処理　　　　　　　税抜方式によっております。ただし、固定資産等に係

る控除対象外消費税及び地方消費税については、投資

その他の資産の「その他」（長期前払費用）に計上し

均等償却しております。

２．表示方法の変更に関する注記

貸借対照表

　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）に

伴う「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」（法務省令第５号　平成30年３

月26日）を当事業年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示

し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。
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３．貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

　　①担保に供している資産

たな卸資産 1,939,594千円

建物及び構築物 1,090,818千円

土地 1,087,631千円

計 4,118,044千円

②担保に係る債務

短期借入金 1,349,120千円

１年内返済予定の長期借入金 219,615千円

長期借入金 2,077,198千円

社債に対する被保証債務 524,000千円

計 4,169,933千円

　(2) 有形固定資産の減価償却累計額

有形固定資産　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 334,763千円

　(3) 保証債務

被保証者 保証金額 被保証債務の内容

シ テ ィ ー ホ ー ム ㈱ 115,990千円 金融機関からの借入金

　(4) 関係会社項目

　関係会社に対する資産及び負債には区分掲載されたもののほか次のものがあります。

短期金銭債権 16,897千円

短期金銭債務 1,308千円

４．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

 ①営業取引による取引高 40,618千円

②営業取引以外の取引高 109,124千円

５．株主資本等変動計算書に関する注記

　 自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 40,060株 36,800株 ―株 76,860株
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６．税効果会計に関する注記

　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(繰延税金資産）

賞与引当金 29,930千円

子会社株式評価損 53,866千円

製品保証引当金 9,829千円

未払法定福利費 4,794千円

その他 6,698千円

繰延税金資産小計 105,118千円

評価性引当額 △56,669千円

繰延税金資産合計 48,448千円

（繰延税金負債）

その他有価証券評価差額金 △10,933千円

その他 △2,262千円

繰延税金負債合計 △13,195千円

繰延税金資産の純額 35,253千円
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７．関連当事者との取引に関する注記

(1) 役員及び個人主要株主等

属性
会社等
の名称

資本金
又は

出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有

(被所有)
割合(％)

関連当
事者と
の関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

主要株主
山西みき

子
― ―

(所有)
直接
23.9

―

不動産の
仕入

（注2（1））

63,133 ― －

主要株主
が議決権
の過半数
を所有し
ている会

社

㈱アンジ
ェリ
ーナ

1,000 不動産業等 ― ―
不動産の
販売

（注2（2））
97,566 ― －

（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。
 ２．取引条件及び決定条件等

　　(1) 不動産の仕入価額については、不動産鑑定評価額を基準として、当事者間で協議

のうえ決定しております。

　　(2) 不動産の販売価額については、近隣相場や過去の第三者に対する取引事例を考慮

し、当事者間で協議のうえ決定しております。

(2) 子会社及び関連会社等

属性
会社等
の名称

資本金
又は
出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有

(被所有)
割合(％)

関連当
事者と
の関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

子会社
㈱リフォ
スタ

10,000
リフォーム事
業及び中古住
宅の販売

(所有)
直接
100.0

資金の
援助

資金の貸付

（注2（1））
－

1年内回収

予定の関

連会社長

期貸付金

30,000

関係会社

長期貸付金
150,000

子会社
シティー
ホーム㈱

24,000

不動産仲介、
新築戸建分

譲、損害保険
代理及び不動

産賃貸

（所有）
直接
100.0

債務の
保証

債務の保証
（注2（2））

115,990 ― －

 (注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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 ２．取引条件及び決定条件等

　　(1) 資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

　　(2) 金融機関からの借入金の一部に対し債務保証を行っておりますが、保証料は受領

しておりません。

８．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 525円09銭

(2) １株当たり当期純利益 20円61銭

９．重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。

本提供書面中に記載の金額及び株式数は表示単位未満の端数を切り捨て、比率は小数第２位を

四捨五入して表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2020年２月12日

株式会社ハウスフリーダム

　取締役会　御中

三優監査法人
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士　鳥居　　陽 ㊞
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士　米﨑　直人 ㊞

　　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ハウスフリーダムの2019年１月

１日から2019年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結

損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結

計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の

ない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運

用することが含まれる。

　監査人の責任

　　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に

対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる

監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を

実施することを求めている。

　　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施

される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽

表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について

意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた

適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討

する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行わ

れた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

　　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　監査意見

　　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計

の基準に準拠して、株式会社ハウスフリーダム及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算

書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認

める。

　利害関係

　　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関

係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2020年２月12日

株式会社ハウスフリーダム

　取締役会　御中

三優監査法人
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士　鳥居　　陽 ㊞
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士　米﨑　直人 ㊞

　　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ハウスフリーダムの2019

年１月１日から2019年12月31日までの第25期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益

計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算

書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重

要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と

判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　監査人の責任

　　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びそ

の附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥

当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及び

その附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画

を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するた

めの手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及

びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的

は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書

の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方

針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及

びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

　　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　監査意見

　　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益

の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　利害関係

　　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関

係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監査報告書

　当監査役会は、2019年1月1日から2019年12月31日までの第25期事業年度の取締役の職務の執行に関して、
各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたしま
す。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、当期の監査計画において監査の方針、職務分担等を定め、各監査役から監査の実施状況

及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締
役及び監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるととも
に、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び
財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、常勤監査役が子会社の監査役も兼務して
おり、子会社の取締役会、経営報告会等に出席するほか、その子会社の取締役及び使用人と意思疎通
及び情報交換を図り、経営管理の状況を把握しました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体
制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとし
て会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該
決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）につきましては、財務報告の適正を確保する
ための内部統制を含め、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受
け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131
条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従
って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
（1)　事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めま
す。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められま
せん。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システ
ムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められませ
ん。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人三優監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
　会計監査人三優監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2020年２月13日

株 式 会 社 ハ ウ ス フ リ ー ダ ム 　 監 査 役 会

常 勤 監 査 役 樫 根 達 也 ㊞

社 外 監 査 役 伊 藤 誠 英 ㊞

社 外 監 査 役 松 岡 宏 治 ㊞

以　上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案　剰余金の処分の件

　剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

　　期末配当に関する事項

　第25期の期末配当につきましては、当期の業績並びに今後の事業展開等を

勘案いたしまして、記念配当（創立25周年記念）を含め、以下のとおりとい

たしたいと存じます。

　①配当財産の種類

　金銭といたします。

　②配当財産の割当に関する事項及びその総額

　当社普通株式１株につき、普通配当20円、記念配当５円、合計25円とい

たしたいと存じます。

　なお、この場合の配当総額は100,828,500円となります。

　③剰余金の配当が効力を生じる日

　2020年３月17日といたします。

第２号議案　取締役４名選任の件

　　　取締役全員（４名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つ

きましては、取締役４名の選任をお願いするものであります。

　　　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏　　　　　名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所有する
当社の
株式の数

１

お

小
 

　
じま

島
 

　
けん

賢
 

　
じ

二

(1969年10月30日生)

1992年10月　有限会社燕京ハウジング　入社

1995年３月　当社設立

代表取締役社長（現任）

204,000株
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候補者
番 号

氏　　　　　名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所有する
当社の
株式の数

２

もり

森
 

　
みつ

光
 

　
てつ

哲
 

　
や

也

(1972年７月27日生)

1999年12月　株式会社ホンダベルノ東海　入社

（現：VTホールディングス株式会社）

2000年10月　当社　取締役経営企画室長

2007年４月　当社　取締役副社長管理部門統括担当

2010年３月　当社　取締役管理本部長

2011年１月　当社　取締役管理担当人事総務部長

2012年１月　当社　取締役

2016年１月　当社　取締役人事総務部兼経理部管掌

（現任）

200,000株

３

なが

永
 

　
た

田
 

　
まさ

雅
 

　
み

美

(1966年12月25日生)

1993年１月　富国ハウジング株式会社　入社

1995年３月　当社設立取締役

2007年10月　株式会社ホルツハウス　代表取締役社長

　　　　　　　（2013年10月1日当社に吸収合併）

2013年10月　当社　福岡支店長

2015年１月　当社　福岡支店長兼売買仲介部長

2015年３月　当社　取締役福岡支店長兼売買仲介部長

（現任）

5,500株

４
かわ

河
 

　
べ

辺
 

　
 

　
 

　
ゆたか

豊

(1979年11月27日生)

2002年４月　個人事業飲食店開業

2004年４月　桂経営ソリューションズ株式会社　入社

2004年10月　株式会社ベッツホールディングス　入社

2007年８月　株式会社セイクレスト　入社

2008年９月　株式会社麦の穂　入社

2010年１月　当社　入社

2012年１月　当社　人事総務部長

2014年１月　当社　経営推進グループ長

2015年１月　当社　経営企画室長

2016年３月　当社　取締役経営企画室長（現任）

3,300株

　　（注）各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
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第３号議案　取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件

Ⅰ．提案の理由及び当該報酬を相当とする理由

当社の取締役が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、あわせ

て当社の取締役の業績向上に対する意欲や士気を喚起することにより当社の

健全な経営と社会的信頼の向上を図ることを目的として、当社取締役（社外取

締役を除く。）に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報

酬等の額及び新株予約権の具体的な内容についてご承認をお願いするもので

あります。

本件ストック・オプションは、当社の業績向上及び企業価値増大に対する意

欲や士気を高めること等を目的として割り当てられるストック・オプションで

あり、当社における取締役の業務執行の状況・貢献度等諸般の事項を総合的に

勘案して決定しており、その具体的な内容は相当なものであると考えておりま

す。

Ⅱ．議案の内容

　１．ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額

　　当社の取締役に対する報酬は、会社法第361条第１項に基づき、2006年３月31

日開催の第11回定時株主総会において、取締役に対する金銭報酬として、年額

150百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）とすることをご承認いた

だき、今日に至っております。

　　このたび、当社の取締役の業績向上に対する意欲や士気を高め、より一層株

主の皆様の利益を重視した業務展開を図ることを目的として、かかる金銭報酬

の額とは別枠にて、取締役（社外取締役を除く。）に対するストック・オプシ

ョンとしての新株予約権に関する報酬等の額を年額2,000万円以内として設定

いたしたいと存じます。

　　当社の取締役（社外取締役を除く。）に対してストック・オプション報酬と

して発行する新株予約権の額は、新株予約権の割当日において算定した新株予

約権１個当たりの公正価額に、割当てる新株予約権の総数を乗じた額となりま

す。ここでいうところの新株予約権１個当たりの公正価額の算定につきまして

は、割当日における当社株価及び行使価額等の諸条件をもとに、新株予約権の

公正価値の算定のために一般的に利用されている算定方法を用いることとして

おります。
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　　なお、現在の取締役は４名（うち、社外取締役は０名）でありますが、第２

号議案が原案どおり承認可決されました後も現在と同様に、取締役は４名（う

ち、社外取締役は０名）となります。

　２．新株予約権の具体的な内容

　（１）新株予約権の数

各事業年度に係る定時株主総会開催日から１年以内に発行する新株予約

権の数の上限は200個とする。

　（２）新株予約権の目的である株式の種類及び数

各事業年度に係る定時株主総会開催日から１年以内に発行する新株予約

権の目的である株式の数の上限は20,000株とする。なお、新株予約権の目的

である株式の種類は普通株式とし、新株予約権１個当たりの目的である株式

の数は100株とする。

また、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合等を行うことに

より、株式数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を

行うものとする。

　（３）新株予約権と引換えに払い込む金額

新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。

　（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権１個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約

権を行使することにより交付を受けることができる株式１株当たりの払込

金額（以下「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、新株予約権発行の日の属する月の前月の各日（取引が成立し

ていない日を除く。）における福岡証券取引所における当社普通株式の終値

の平均値に1.05を乗じた金額（１円未満の端数は切り上げ）とする。ただ

し、その価額が本新株予約権の割当日の終値（取引が成立していない場合は

それに先立つ直近取引日の終値）を下回る場合は、当該終値を行使価額とす

る。

なお、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合等を行うことに

より、行使価額の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整

を行うものとする。

－ 46 －



　（５）新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の付与決議の日後２年を経過した日から当該付与決議の日後

10年を経過する日までの範囲内で、取締役会が決定する期間とする。

　（６）譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。

　（７）新株予約権の行使の条件

①  新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当

社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただ

し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締

役会が認めた場合は、この限りではない。

②  その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により決定する。

　（８）その他の新株予約権の募集事項

その他の新株予約権の内容等については、新株予約権の募集事項を決定す

る取締役会において定める。

以　上
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株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

会場：大阪府松原市上田三丁目６番１号
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